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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
振動可能に支持された検出振動子と、交流信号印加用の第1の電極と第2の電極と、該第1
と第2の電極に対向して配置される検知電極と、該第1と第2の電極に夫々第1と第2の交流
信号を供給する信号供給手段と、前記検知電極に基準電位を与える電荷量測定手段と、前
記検出振動子を振動可能に支持する参照振動子と、参照中立位置を中心とした該参照振動
子の振動を発生させる参照振動発生手段と、
を備え、
前記検知電極が前記検出振動子に設けられ、前記第1と第2の電極が前記参照振動子の上に
設けられ、
前記第1と第2の交流信号は、夫々、前記基準電位を基準とした同じ周波数で逆相の交流信
号であり、
前記信号供給手段が、前記検出振動子を、変位のない検出中立位置に保持するための前記
第1の交流信号と第2の交流信号を発生して前記第1と第2の電極に夫々供給し、
前記電荷量測定手段は、前記検出振動子の変位時において、前記第1と第2の電極に夫々供
給される前記第1の交流信号と第2の交流信号により前記検知電極に誘導される誘導電荷の
信号に基づいて物理量を検出することを特徴とするセンサ。
【請求項２】
前記検出振動子は、第1の回転軸の回りに回転振動可能に支持され、
前記参照振動発生手段は、前記参照振動子に第2の回転軸の回りに回転振動させ、
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前記物理量である角速度により発生するコリオリ力による前記検出振動子の振動を利用し
て、該角速度を検出する請求項1に記載のセンサ。
【請求項３】
前記検知電極が、前記第1の電極と第2の電極に夫々対応して、分割されている請求項1ま
たは2に記載のセンサ。
【請求項４】
絶縁部により他の領域から絶縁された前記検出振動子の部分により、前記検知電極が形成
されている請求項1乃至3の何れかに記載のセンサ。
【請求項５】
前記第1の電極と第2の電極との間に、静電シールドを有していることを特徴とする請求項
1乃至4の何れかに記載のセンサ。
【請求項６】
第3の電極と第4の電極と、該第3と第4の電極に対向するように配置される第2の検知電極
を更に備え、
前記検出振動子に対して面対称となるように、前記第1の電極と第3の電極及び前記第2の
電極と第4の電極とが、夫々、配置され、
前記信号供給手段が、前記第3の電極に前記第2の交流信号を、前記第4の電極に前記第1の
交流信号を供給し、
前記電荷量測定手段は、前記検出振動子の変位時において、前記第1と第2の電極に夫々供
給される前記第1の交流信号と第2の交流信号により前記検知電極に誘導される誘導電荷の
信号、及び前記第4と第3の電極に夫々供給される前記第1の交流信号と第2の交流信号によ
り前記第2の検知電極に誘導される誘導電荷の信号に基づいて物理量を検出する請求項1乃
至5の何れかに記載のセンサ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、角速度、加速度などの物理量を検出するためのセンサに関する。
【背景技術】
【０００２】
今までに、MEMS（MicroElectro
Mechanical Systems）を用いた振動型角速度センサが提案されている。これは、振動子を
或る振幅で参照振動させておき、角速度が入力された時に発生するコリオリ力を、振動子
の振動の変位として検出する方式を用いている。振動子は、参照振動の方向と検出の方向
への振動を発生しやすくする必要がある。しかし、この方式では、参照振動方向の振動で
検出振動方向の振動（一種の振動ノイズ）が発生することにより、検出信号の精度が低下
することがある。そのため、参照振動用の振動子（参照振動子）と検出用の振動子（検出
振動子）を分離して構成する方式が提案されている（ダブル・フレーム方式と呼ぶ）。
【０００３】
ダブル・フレーム方式の角速度センサの例として、円盤状検出振動子を支持したドーナツ
型参照振動子を往復回転振動させ、内側に配置した検出振動子の角速度により発生する振
動の大きさ（最大の傾き）を検出する構成の提案がある（特許文献1参照）。この構成に
より、参照振動子の振動と検出振動子の振動を分離しやすくなるため、参照振動子の振動
によって検出振動子が振動してしまうことによる検出信号の精度低下の問題が軽減される
。
【０００４】
上記角速度センサは、検出用の回転軸を中心として検出振動子が傾くことにより、角速度
を検出している。検出振動子の傾きの度合いは、検出振動子の面とこれに対向する面間の
静電容量の変化を検出して把握できる。具体的には、検出振動子（特許文献1のFIG.2内の
70）と対向する面に、半円形状の検知電極（特許文献1のFIG.3内の104、106）を配置して
いる。検出振動子と夫々の検知電極間の静電容量を検出することで、検出振動子の傾きの
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度合いを検出することができる。
【特許文献１】米国特許第6374672号明細書
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
参照振動子を省いて特許文献1の構成を簡略化して示す図12を用いて、説明する。図12-1
は、ダブル・フレーム方式の角速度センサの検出振動子付近を拡大した上面図である。図
12-2は、直線Ｌ0での紙面に対して垂直な断面の図である。図12において、401は検出振動
子、402は上部電極、403は第1の下部電極、404は第2の下部電極である。また、405は左半
分の上部電極、406は右半分の上部電極、407は下部支持基板、408は検出振動子401の回転
軸、409は検出振動子401の支持部である。
【０００６】
図12-1では、検出振動子401と支持部409を点線で示している。一方、下部支持基板407上
に配置された第1下部電極403と第2下部電極404を実線で示している。尚、上部電極402と
参照振動発生手段は、図12-1では図示されていない。
【０００７】
検出振動子401は円盤形状をしており、支持部409により図12-1の紙面上下2方向から支持
されている。検出振動子401は、回転軸408を中心として矢印Ｒの方向に往復回転運動しや
すいように設計されており、検出振動子401の傾きの大きさによりコリオリ力を検出する
。検出振動子401上には上部電極402が配置されているが、以下、上部電極402は、回転軸4
08の所を境に分けた左半分の検知電極405と右半分の電極406により構成されているとして
説明する。
【０００８】
上部電極402に対向する下部支持基板407上には、第1下部電極403と第2下部電極404が配置
されていて、これらは、図12-1のように、検出振動子401の支持部409の中心線（回転軸40
8上）に対して線対称に配置されている。
【０００９】
検出振動子401の傾きの度合いを、検出振動子401上の上部電極402と基板407上の下部電極
403、404間の静電容量により検出する場合を考える。
【００１０】
ここで、図12-2においての検出振動子401上の上部電極402と基板407上の第1下部電極403
との静電容量ＣＬを考える。静電容量ＣＬは、左半分の上部電極405と第1下部電極403間
の静電容量Ｃ1と、右半分の上部電極406と第1下部電極403間の静電容量Ｃ3との合成容量
とすることができる。第1下部電極403からの距離は、右半分の上部電極406より左半分の
上部電極405の方が短い。そのため、静電容量Ｃ1は静電容量Ｃ3より大きな値となる。
【００１１】
回転軸408を中心として、検出振動子401が図12-3のように傾いた時、検出振動子401と第1
下部電極403間の距離は遠くなり、一方、検出振動子401と第2下部電極404間の距離は近く
なる。静電容量ＣＬは電極面積の大きさに比例し電極間距離に反比例するので、静電容量
Ｃ1の値は減少し、静電容量Ｃ3の値は増加する。静電容量Ｃ1は静電容量Ｃ3より大きな値
であるため、静電容量Ｃ1の容量減少分の方が、静電容量Ｃ3の容量増加分より大きくなる
。その結果、2つを合成した静電容量ＣＬの値は減少することになる。
【００１２】
つまり、左半分の検知電極405と第1下部電極403間の距離が離れたことを静電容量ＣＬの
減少により検出して、検出振動子401の傾きを検出することができる。
【００１３】
しかし、上記方式では、静電容量Ｃ1の減少分と静電容量Ｃ3の増加分を合成して、最終的
に静電容量ＣＬが減少したことを検出している。そのため、検出振動子401の傾きにより
発生する静電容量Ｃ1の減少分のみを純粋に検出している訳ではない。従って、静電容量
Ｃ3の増加分だけ、電極間の距離変化に対する静電容量変化の検出感度が低下することに
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なる。また、静電容量Ｃ3の右半分の上部電極406と第1下部電極403は、正対していない。
そのため、検出振動子401の傾きの大きさと静電容量ＣＬの関係が非線形な特性を有する
原因となる。これらは、特に高精度に角速度を検出しようとする場合、問題になる。
【００１４】
尚、検出振動子401上の上部電極402と下部支持基板407上の第2下部電極404との静電容量
ＣＲについても、同様に、静電容量Ｃ2とＣ4の合成容量を考えることで、上記の如く説明
できる。
【課題を解決するための手段】
【００１５】
上記課題に鑑み、本発明の角速度センサなどのセンサは、次の特徴を有する。
センサは、振動可能に支持された検出振動子と、交流信号用の第1の電極と第2の電極と、
該第1と第2の電極に対向して配置される検知電極と、該第1と第2の電極に夫々第1と第2の
交流信号を供給する信号供給手段と、前記検知電極に基準電位を与える電荷量測定手段と
、前記検出振動子を振動可能に支持する参照振動子と、参照中立位置を中心とした該参照
振動子の振動を発生させる参照振動発生手段を備える。前記検知電極が前記検出振動子に
設けられ、前記第1と第2の電極が前記参照振動子の上に設けられる。前記第1と第2の交流
信号は、夫々、前記基準電位を基準とした同じ周波数で逆相の交流信号である。前記信号
供給手段が、前記検出振動子を、変位のない検出中立位置に保持する前記第1の交流信号
と第2の交流信号を発生して前記第1と第2の電極に夫々供給する。前記電荷量測定手段は
、前記検出振動子の変位時において、前記第1と第2の電極に夫々供給される前記第1の交
流信号と第2の交流信号により前記検知電極に誘導される誘導電荷の信号に基づいて物理
量を検出する。本発明において、「検出振動子が検出中立位置に保持された状態」とは、
検出振動子が変位のない検出中立位置に厳密に保持された状態だけでなく、厳密には当該
検出中立位置からはずれたとしても本発明の検出精度が維持できる範囲であれば許容され
る。
【発明の効果】
【００１６】
本発明のセンサ構成によれば、上記の如く第1と第2の交流信号を夫々前記第1と第2の電極
に印加して前記検出振動子を検出中立位置に保持した状態で、外部からの物理量に起因す
る検出振動子の検出中立位置からの変位を利用して物理量を測定する。従って、検出振動
子の傾きなどの変位を感度良く正確に検出でき、角速度などの物理量を高精度に測定する
ことができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１７】
検出振動子の傾き等の変位を感度良く検出できる角速度センサ等のセンサを実現する為に
、本発明では、検出振動子の位置が関係する静電容量を検出するべく電極に印加する信号
に注目した。こうして、本発明は、静電容量検出用の複数の交流信号を用いることを特徴
とする。
【００１８】
以下、図面を用いて、具体的な実施形態を説明する。
【００１９】
（第1の実施形態）
図1は、第1の実施形態に係る角速度センサを説明するための図である。図1-1は斜視図、
図1-2は直線Ｌ1に沿った基板201に垂直な断面の図、図1-3は下部支持基板208上での第1の
電極（下部電極）210と第2の電極（下部電極）211の配置を示した図である。
【００２０】
図1において、202は参照振動子、203は参照振動子202の支持部、204は検出振動子、205は
検出振動子204の支持部、206は参照振動発生手段、207はスペーサー、212は検知電極（上
部電極）である。また、213は、参照振動発生手段206に駆動信号を供給する駆動信号供給
手段、214は、第1の電極210に第1の交流信号を供給する第1信号供給手段、215は、第2の
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電極211に第2の交流信号を供給する第2信号供給手段である。第1と第2の信号供給手段で
信号供給手段を構成する。更に、216は、検知電極212に誘導される電荷に係る信号に基づ
いて物理量の角速度を測定する電荷量測定手段である。これらの手段213、214、215、216
は、夫々、電極パッドを介して関係部分に電気的に接続されている（図1-1では基板201上
の接続配線は略して描いてある）。
【００２１】
図1-3では、下部支持基板208上に配置された第1の電極210と第2の電極211のみを実線で示
している。それ以外は点線で示している。検知電極212と参照振動発生手段206は、図1-3
では、図示されていない。
【００２２】
上記構成において、検出振動子204は、円盤形状をしており、一対の支持部205により参照
振動子202から支持されている。検出振動子204の裏面上には、円形状の検知電極212が配
置されている。参照振動子202は、ドーナツ形状をしており、等角度間隔で配置された4つ
の支持部203により、基板201から支持されている。基板201は、スペーサー207を介して、
下部支持基板208と接続されている。下部支持基板208上の検知電極212に対向する場所に
、交流信号印加用の第1の電極210と第2の電極211が配置されている。
【００２３】
参照振動子202の支持部203は、第2の回転軸である回転軸Ｚを中心とした矢印Ａの方向へ
の参照振動子202の往復回転振動が最も発生しやすく、他の方向へは振動を発生しにくい
ように、バネ設計されている。従って、参照振動子202は、変位のない参照中立位置を中
心として参照振動発生手段206により往復回転振動させられる。参照振動子202により振動
可能に支持される検出振動子204の支持部205は、第1の回転軸である回転軸Ｙを中心とし
た矢印Ｃの方向への検出振動子204の往復回転振動が最も発生しやすく、他の方向へは振
動を発生しにくいように、バネ設計されている。
【００２４】
参照振動子202は、駆動信号供給手段213に繋がった参照振動発生手段206によって、回転
軸Ｚを中心として、矢印Ａの方向に常時振動（参照振動と呼ぶ）させられている。検出振
動子204は、支持部205を介して参照振動子202に支持されているため、参照振動子202と同
期して矢印Ａの方向へ往復回転運動を行うように回転振動可能に支持されている。この時
、検出振動子204は、矢印Ｃの方向への振動はしていない。ここで、回転軸Ｘ回りの角速
度が入力されると、検出振動子204に対して、回転軸Ｙを中心として矢印Ｃの方向にコリ
オリ力が発生する。このコリオリ力により、検出振動子204が矢印Ｃの方向に往復回転振
動（検出振動と呼ぶ）を行う。角速度の大きさに対応してコリオリ力は発生するので、検
出振動の大きさ（検出振動子204の傾きの大きさ）を検出することにより、角速度の大き
さを検出できる。
【００２５】
本実施形態では、第1の電極210と検知電極212間の静電容量、第2の電極211と検知電極212
間の静電容量を測定することにより、検出振動子204の傾きを検出する。具体的には、第1
信号供給手段214の発生した第1の交流信号301（図2（ａ）参照）が第1の電極210に印加さ
れ、第2信号供給手段215の発生した第2の交流信号302（図2（ｂ）参照）が第2の電極211
に印加される。
【００２６】
検知電極212において上記交流信号により静電誘導される電荷量を、電荷量測定手段216に
より測定する。各検知電極及び第1、第2の電極間の距離が狭くなり、静電容量が初期状態
（回転軸Ｘ回りの角速度入力がない状態）より大きくなった場合は、誘導電荷の量（後述
する図4、図5の説明参照）は増加する。逆に、電極間距離が広くなり、静電容量が小さく
なった場合は、誘導電荷の量は減少する。この誘導電荷の量を、電荷量測定手段216によ
り電圧などの検出信号に変換する。この検出信号により、角速度が入力された際に発生す
るコリオリ力による検出振動子204の傾きの大きさを正確に測定することができ、その結
果、角速度を正確に測定できる。
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【００２７】
交流信号を印加する複数の電極を設けることによる作用、効果を更に説明する。
図2（ａ）、図2（ｂ）は、本実施形態の電極210、211への交流信号301、302を説明する図
である。図2（ｃ）は、交流信号により発生する静電引力を示す図である。第1の交流信号
301及び第2の交流信号302を示す図2（ａ）、（ｂ）において、横軸は時間、縦軸は交流信
号の大きさである。図2（ｃ）では、横軸は時間、縦軸は静電引力の大きさである。ここ
では、検知電極212に電荷が誘導されていない時の電位を、電極基準電位Ｖｒとする。こ
れは、電荷量測定手段216により、検知電極212に与えられる電位により決まる。
【００２８】
第1の交流信号301（図2（ａ））と第2の交流信号302（図2（ｂ））は、電極基準電位Ｖｒ
を基準として、同じ周波数で、逆相の信号になっていることが特徴である。ここでの静電
気力は、引力のみ発生し、斥力を発生させないと考えることができる。そのため、第1と
第2の電極210、211への第1と第2の交流信号301、302により、検知電極212を持つ検出振動
子204に対して発生する力は、どちらの信号301、302によって発生する力も図2（ｃ）で示
す様に同一のものとなる。つまり、このような交流信号301、302を用いることで、検出振
動子204に対して、第1の電極210と第2の電極211からの引力を同じタイミングで与えるこ
とができる。
【００２９】
このことは、高精度な角速度センサを実現する上で非常に好ましい。検出振動子204の支
持部205は、微小なコリオリ力でも検出振動子204が容易に回転振動するようにバネ設計さ
れているため、検出振動子204の傾きを測定するための印加信号による静電引力で振動し
てしまう可能性がある。これは、角速度入力がなくても検出信号を発生してしまうことに
なるので、検出信号の零点出力の安定性が悪くなり、検出性能を低下させる原因となる。
しかしながら、本実施形態によると、検出振動子204の回転軸の左右にある電極210、211
から同じタイミングで同じ引力を検出振動子204に与えることができる。この構成により
、検出振動子204を検出中立位置に保持することができる。従って、上記交流信号により
検出振動子204が振動する危険性を大幅に低減することができる。
【００３０】
比較のために、本実施形態の方式を用いず、図3（ａ）の如き印加信号を第1の電極210に
、図3（ｂ）の如き印加信号を第2の電極211に与えた場合を考える。その場合、図3（ｃ）
に示す様に、第1の電極210と第2の電極211から、検出振動子204に対して引力F1、F2が交
互に発生することになる。そのため、もし印加信号の周波数が、検出振動子204の共振周
波数と一致していた場合は、回転軸Ｙを中心とする検出振動子204の往復回転振動を励起
する駆動力が発生してしまう。また、印加信号の周波数が検出振動子204の周波数と一致
していない場合でも、発生する静電引力が有する非線形特性により同様に発生する。これ
ら振動により、角速度の入力が無くても検出信号が発生してしまう（検出中立位置に保持
されない）ので、角速度の検出性能が劣化してしまう。
【００３１】
以上のように、本実施形態では、検出振動子204の左右に同時に引力を与えるので、検出
振動子204は、検出中立位置に保持される。その結果、回転軸Ｙを中心とする往復回転振
動は励起されない。そのため、角速度の入力がない時に、印加交流信号301、302による検
出ノイズが発生しにくい。こうして、特に高精度に角速度を測定しようとする場合に、検
出信号の零点出力の安定性を確保して大幅に性能が向上した角速度センサを提供すること
ができる。
【００３２】
また、静電容量による検出法を用いている場合、電極210、211と検知電極212間の距離を
近づけた方が、同じ検出振動子204の傾きでも、検出信号を大きくすることができる。し
かしながら、同時に、電極210、211と検知電極212間の距離を近づけた場合、検出振動子2
04に働く静電引力が大きくなる。つまり、角速度の検出感度は良くなるが、交流信号によ
る検出振動子204の振動励起を原因とする検出ノイズが発生する可能性がある。しかし、
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本実施形態では、電極210、211と検知電極212間の距離を近づけた場合でも、検出振動子2
04の左右に正確に同時に引力を与えるので交流信号301、302のみによる検出振動の励起が
起きにくくなる。そのため、本実施形態では、電極間の距離を近づけた場合でも、検出感
度を向上させつつ、検出ノイズを抑制することができ、高精度な角速度検出を行うことが
できる。この点でも、交流信号を印加する複数の電極を設けることによる効果がある。
【００３３】
更に、交流信号301、302を大きくすることによっても、同じ検出振動子204の傾きでも、
検出信号を大きくすることができる。しかし、この場合も、同様に、交流信号301、302が
大きくなると、検出振動子204に働く静電引力が大きくなる。つまり、角速度の検出感度
は良くなるが、検出振動子は、検出中立位置に保持されず、印加信号による検出振動子の
振動励起を原因とする検出ノイズが発生する可能性が高くなる。しかしながら、この場合
も、本実施形態では、検出振動子204の左右に正確に同時に引力を与えるので、交流信号3
01、302を大きくしても、これによる検出振動の励起が起きにくい。つまり、検出振動子2
04が検出中立位置に保持される。そのため、印加信号を大きくした場合でも、検出感度を
向上させつつ、検出ノイズを抑制でき、高精度な角速度検出を行うことができる。この点
でも、複数の電極を設けることによる効果がある。
【００３４】
上記電荷量測定手段216の動作を説明する。
電荷量測定手段216は、第1の電極210と第2の電極211に夫々印加した第1と第2の交流信号3
01、302により検知電極212に静電誘導される電荷の変化量を検出する。この検出原理を、
図1-4、図4、図5を用いて、左半分の検知電極217と右半分の検知電極218により構成され
ると見なした検知電極212に誘導される電荷の変化量について述べつつ、説明する。
【００３５】
まず、検出振動子204が傾いていない時の説明を行う。この時、第1の電極210への第1の交
流信号301により、左半分の検知電極217に静電誘導される電荷の変化量Ｑ1を、図4（ａ）
に示す。また、第1の交流信号301により、右半分の検知電極218に静電誘導される電荷の
変化量Ｑ2を、図4（ｂ）に示す。一方、第2の電極211への第2の交流信号302により、左半
分の検知電極217に静電誘導される電荷の変化量Ｑ3を図4（ｃ）に、第2の交流信号302に
より、右半分の検知電極218に静電誘導される電荷の変化量Ｑ4を図4（ｄ）に示す。ここ
では、交流の印加信号301、302に対して、十分長い時間、検出振動子204が変位しない場
合を考える。
【００３６】
左半分の検知電極217の方が、右半分の検知電極218より、第1の電極210からの距離が近い
ので、静電誘導される電荷量は、Ｑ1の方がＱ2より大きくなる。逆に、右半分の検知電極
218の方が、左半分の検知電極217より、第2の電極211からの距離が近いので、静電誘導さ
れる電荷量は、Ｑ4の方がＱ3より大きくなる。本実施形態では、左半分の検知電極217と
右半分の検知電極218と、第1の電極210と第2の電極211とが、夫々、回転軸Ｙに関して線
対称に配置されている。従って、Ｑ1の大きさとＱ4の大きさ、Ｑ2の大きさとＱ3の大きさ
は、夫々、同じ大きさになる。
【００３７】
また、第1の交流信号301と第2の交流信号302は、逆相の信号であるので、Ｑ1の波形とＱ4
の波形、Ｑ2の波形とＱ3の波形は、夫々、逆相の波形になっている。そのため、検出振動
子204が傾いていない時、Ｑ1とＱ4は打消し合い、Ｑ2とＱ3は打消し合う。よって、検知
電極212に誘導されるトータルの電荷量は0となり、最終的には検出信号は出力されない。
【００３８】
次に、図1-4で示すように、検出振動子204が、右下がりとなるように傾いているとする。
このときの電荷の変化量Ｑ1、電荷の変化量Ｑ2、電荷の変化量Ｑ3、電荷の変化量Ｑ4を、
夫々、図5（ａ）、図5（ｂ）、図5（ｃ）、図5（ｄ）に示す。ここでは、交流の印加信号
301、302に対して、十分長い時間、検出振動子204が傾いたまま変位しない場合を考える
。
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【００３９】
図4に比べて、Ｑ1の大きさは減少し、Ｑ4の大きさは増加する。また、Ｑ1とＱ4の波形は
、逆の位相関係にある。そのため、Ｑ1の減少分の絶対値とＱ4の増加分の絶対値を加算し
た値が、信号として検出される。同様に、Ｑ2の大きさは増加し、Ｑ3の大きさは減少する
。また、Ｑ2とＱ3の波形も、逆の位相関係にある。そのため、Ｑ3の減少分の絶対値とＱ2
の増加分の絶対値を加算した値も、信号として検出される。
【００４０】
以上のように、本実施形態を用いることで、電極210、211が対向する検知電極212に誘導
される電荷量を直接的に検出することができる。言い換えると、電極210、211とこれに対
向する検知電極212との静電容量の変化分を、電荷量測定手段216で直接的に検出できるの
で、高感度で検出振動子204の傾き検出を行うことができる。
【００４１】
加えて、検出振動子204が傾いていない時は出力が出ず、検出振動子204が傾くとそれに比
例した検出信号の出力を得ることができる。そのため、検出振動子204の傾き0度近辺での
高感度な傾き検出を行うことができる。これは、微小な検出振動子204の傾きの検出を行
う必要がある角速度センサにおいて、特に大きな効果を発揮する。
【００４２】
以上のように、本実施形態に係る角速度センサによれば、検出振動子204の傾きの度合い
を感度良く検出することができる。そのため、高感度、高精度な角速度センサを提供する
ことができる。
【００４３】
また、印加する第1の交流信号がそれぞれ有する基準電位をVr1、印加する第2の交流信号
がそれぞれ有する基準電位をVr2、検出電極が有する基準電位をVrとする。このように電
位を設定することで、それぞれを異なる電位とすることにより、更なる高感度、高性能な
角速度センサを実現することができる。ここでは、印加する交流信号（キャリア信号）が
検出振動子の共振周波数より、十分高いことを想定する。図13（ａ）、（ｂ）に、それぞ
れ基準電位Vr１とVr2を基準とした、第1の交流信号と第2の交流信号を示す。
【００４４】
角速度がセンサに入力されたら、検出振動子は、参照振動の周波数で、ある最大傾きを持
った往復回転振動を行う。この振動が発生したら、基準電位Vr1と基準電位Vr2と、基準電
位Vrの関係を調整することで、その振動を打ち消すことができる。この時の基準電位Vr1
と基準電位Vr2と、基準電位Vrとの関係から、検出振動子に印加された静電引力の大きさ
を換算することができる。この換算した静電引力の大きさから、発生していたコリオリ力
の大きさを検出することができる。
【００４５】
この方式であれば、振動の検出部では、振動しているか、振動していないかを検出するだ
けでよく、打ち消すために要した静電引力は印加した基準電位差から換算するだけでよい
ので、高感度、高性能な検出を行うことができる。特に、本実施形態を用いると、構成手
段を追加することなく、振動を打ち消すための静電引力を発生することができるため、簡
易な構成で高感度、高性能な角速度センサを提供することができる。
【００４６】
ここで、基準電位Vr1と基準電位Vr2は、それぞれある直流成分に交流信号が足されたもの
で、電極の基準電位Vrは直流成分のみで構成することができる。図13（ｃ）、（ｄ）、（
ｅ）に、基準電位Vr１とVr2、Vrを示す。図で示すように、基準電位Vr1、Vr2、Vrは同じ
直流成分を有している。また、基準電位Vr1とVr2の交流成分は、参照振動の周波数であり
、Vr1とVr2ではそれぞれ逆相の関係となっている。これにより、参照振動に同期した検出
振動子の振動を打ち消すように、電位差により必要な静電引力を発生させることができる
。
【００４７】
ところで、本実施形態では、検知電極212が1枚である構成で説明したが、これに限るもの
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ではない。検知電極212を、第1の電極210と第2の電極211に夫々対応して、分割してもよ
い、すなわち、図1-5の断面図で示すように、検知電極を2枚の検知電極217、218の構成に
してもよい。この場合は、夫々の検知電極217、218の誘導電荷を電圧信号等に変換してか
ら、加算する必要がある。この構成では、1枚の検知電極の面積を小さくできるので、寄
生容量等も小さくでき、電荷量測定手段216での信号劣化を低減することができる。
【００４８】
また、上記説明では、電極210、211を半円形状、検知電極212を円形状としたが、これに
限るものではない。四角形を始め、三角形、多角形と、様々な形状の電極を用いることが
できる。特に、図1-6の上面図で示すように、検出振動子204の外形に沿った電極210、211
にしてもよい。この構成では、検出振動子204の最も大きく変位する部分（検出振動子204
の外周付近）に電極を配置するので、検出振動子204の傾きを効果的に検出でき、且つ寄
生容量などによる信号劣化を低減することができる。また、図示していないが、ドーナツ
形状の検知電極212の構成にしてもよい。この様に、電極や検知電極は、検出振動子上の
第1の回転軸から一定距離以上離れた領域と、それに対向する領域に配置することもでき
る。
【００４９】
また、上記説明では、検知電極212を検出振動子204上に、それに対向する場所に電極210
、211を配置したが、これに限るものではない。検出振動子204上に電極210、211を配置し
、それに対向する場所に検知電極212を配置した構成を用いることもできる。この構成の
場合、電荷量測定手段216を下部支持基板208に配置すると、検知電極212と電荷量測定手
段216の距離を近づけることができ、配線の寄生容量等による信号劣化を低減できる。
【００５０】
また、本実施形態では、参照振動子202と検出振動子204が分離して構成される振動子を用
いたが、これに限るものではない。参照振動子202と検出振動子204が一体構成の振動子を
、用いることもできる。この構成では、参照振動の方向と検出振動の2方向に可動するよ
うに、同じ支持部のバネで支持する。そのため、参照振動により励起される、検出振動の
方向への振動ノイズが発生しやすくなる。この振動は、角速度検出のエラーとなり、セン
サの検出性能を劣化させる。具体的には、角速度が0の場合でも、ある値の角速度を誤検
出することになり、センサ出力の出力安定性が低下する。
【００５１】
しかしながら、本実施形態の方式を用いると、このようにセンサに角速度が入力されてい
ない状態で、検出振動子が振動している場合にも、振動を打ち消して補正することができ
る。その後で、前述したように角速度により発生した振動を、基準電位の差により打ち消
して、角速度を検出することができる。これにより、参照振動の影響による性能低下を抑
えた簡易な構成の角速度センサを提供することができる。
【００５２】
この際、角速度が入力されていない時の振動の補正は、出荷時に温度と補正値の関係を測
定し、センサにテーブルを持たせて温度センサと併用して補正することもできるし、外部
から任意のタイミングで振動を発生させないように補正を行ってもよい。
 
【００５３】
また、この構成は、後述する図11に示す第7の実施形態のような物理量センサとすること
もできる。すなわち、櫛歯状の電極が間隔を隔てて対向した構成の2箇所の参照振動発生
手段部分の外側の部分を夫々第1と第2の電極とし、内側の部分を含む一体の振動子全体を
検知電極として、検知電極に作用する物理量を検出するセンサとできる。
【００５４】
これらの変形は、構造的に可能な限り、以下の実施形態でも適用可能である。例えば、検
知電極を2枚の検知電極の構成にする変形は、図8-2の実施形態以外の後述する実施形態に
適用可能である。
【００５５】
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要するに、本発明のセンサでは、検出振動子を変位のない検出中立位置に保持する第1と
第2の交流信号を第1と第2の電極に夫々供給しつつ、検出振動子の変位時において検知電
極に誘導される電荷の信号に基づいて物理量を検出する。従って、この検出原理を適用で
きる検出振動子と複数の電極とこれらに対向する検知電極を備える物理量センサであれば
、本発明のセンサとして構成することができる。
【００５６】
（第2の実施形態）
本発明の第2の実施形態を説明する。図6に示す第2の実施形態の角速度センサは、検出振
動子204と参照振動子202、209上に、すべての検知電極と電極が配置されることを特徴と
する。それ以外は、第1の実施形態と同じである。図6-1は斜視図、図6-2は直線Ｌ2に沿っ
た基板201に垂直な断面の図である。
【００５７】
本実施形態において、参照振動子202は、スペーサー207を介して参照振動子209に接続さ
れて、両者は一体化している。そして、第1の電極210と第2の電極211は、検知電極212と
対向する参照振動子209上に設けられている。その他の構成は、第1の実施形態と同じであ
る。
【００５８】
本実施形態の作用、動作を説明する。参照振動子202と一体化しているスペーサー207と参
照振動子209は、参照振動子202と共に、参照振動発生手段206によって、回転軸Ｚを中心
として、矢印Ａの方向に常時振動（参照振動）させられる。検出振動子204も、支持部205
を介して参照振動子202に支持されているため、参照振動子202と同期して矢印Ａの方向へ
回転往復運動を行う。ここで、第1の電極210と第2の電極211は、参照振動子209上に配置
され、検知電極212は検出振動子204上に配置されている。そのため、理想的に参照振動を
行っている場合には、第1の電極210と検知電極212、第2の電極211と検知電極212の位置関
係は完全に維持される。
【００５９】
回転軸Ｘ回りの角速度が入力されると、検出振動子204において、回転軸Ｙを中心として
矢印Ｃの方向にコリオリ力が発生する。このコリオリ力により、角速度の大きさを検出す
ることができる原理は、第1の実施形態で説明した通りである。
【００６０】
本実施形態の角速度センサでは、検出振動子204が、参照振動子202、209と同じ参照振動
を行う。この構成を用いると、参照振動子202、209の振動のブレが発生しても、検知電極
212を配置した検出振動子204と、第1と第2の電極210、211を配置した部材（本実施形態で
は参照振動子209）との機械的な接触が発生することが殆どない。そのため、検知電極212
と電極210、211との距離を近づけて配置できるので、静電容量で検出振動子204の傾きを
検出する場合は、高感度な傾き検出を行うことができる。
【００６１】
本実施形態でも、静電容量を検出する際の交流信号により、検出振動子204の振動が励起
されにくくなっているため、出力安定性の高い高精度な傾き検出を行うことができる。特
に、検出振動子204が参照振動子202、209と同じ参照振動を行う構成で、検出振動子204と
参照振動子209を近づけて配置すると、交流信号により発生する静電引力の影響をより受
けやすくなる。しかし、本実施形態でも、複数の交流信号の働きにより、検出振動子204
が、検出中立位置に保持される。この結果、高感度であるが出力の安定性が悪くなるとい
う点を克服することができる。つまり、本実施形態の角速度センサによれば、高感度で且
つ出力安定性の高い角速度検出を行うことができる。
【００６２】
（第3の実施形態）
本発明の第3の実施形態を説明する。本実施形態の角速度センサは、検出振動子204により
検知電極212が構成されていることが第1の実施形態と異なる。それ以外は、第1の実施形
態と同じである。
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【００６３】
図7に、本実施形態に係る角速度センサを説明する図を示す。図7は、本実施形態の基板20
1に垂直な断面の図である。図7において、219は絶縁膜である。それ以外は、第1の実施形
態で用いた図1と同じである。
【００６４】
検出振動子204には、絶縁膜219が埋め込まれており、他の部分と絶縁されている。この絶
縁膜219に囲まれた領域が、検知電極212として用いられる。検出振動子204で形成された
この検知電極212は、抵抗成分が低くなっており、電極と同等のものとして用いられてい
る。検知電極212からは、図7の上面からの配線（不図示）を用いて、上述した如く検知電
極212に誘導される誘導電荷を取り出すことができる。
【００６５】
この構造により、検知電極212からの誘導電荷をセンサ表側から取り出すのが容易になる
ため、検出振動子204の設計の自由度を上げることができる。また、検出振動子204内の検
知電極212を配線と見立てた時の断面積は非常に大きいため、検知電極212から、検出振動
子204表面に配線を取り出すまでの信号の劣化を低減することができる。本実施形態を用
いない場合、検知電極212を配置した検出振動子204の面から信号を取り出す配線は、配線
幅の狭さによる抵抗成分や配線長による寄生容量に起因する取り出し時の信号劣化を生起
する可能性がある。
【００６６】
また、本実施形態では、配線の制約なしに、検知電極の形状を検出振動子204の傾き検出
に最適な形状に設定することが容易にできる。また、参照振動発生手段206に必要な駆動
信号と、非常に微少な誘導電荷を有する検知電極212の絶縁を容易に行うことができ、駆
動信号による検出信号への影響による信号劣化を抑えられる。
【００６７】
この検知電極212を検出振動子204に埋め込む構造は、検出振動子204に絶縁膜219を埋める
溝を掘り、ここに絶縁膜219を埋め込むことによって、容易に形成できる。或いは、検出
振動子204の検知電極212の部分をくり貫いてしまい、ここの周囲に絶縁膜219を形成した
後、導電性の部材を埋め込んで検知電極212を形成してもよい。これにより、埋め込む部
材を選択することで、角速度の出力感度に影響を与える検出振動子204の質量を増やすこ
とができる。従って、検知電極212内で検出信号の劣化を更に抑えながら、信号を取り出
すことができる。
【００６８】
この様に、絶縁部により他の領域から絶縁された検出振動子の部分により、電極や検知電
極を形成することもできる（電極をこの様にできるのは、電極を検出振動子に設置する変
形例の場合である）。本実施形態によると、検知電極212からの配線の取り出し形態に起
因する検出信号の劣化が少ない角速度センサを提供することができる。
【００６９】
（第4の実施形態）
図8に示す第4の実施形態は、第1の電極210と第2の電極211間に、静電シールド220が配置
されている点が第1の実施形態と異なる。それ以外は、第1の実施形態と同じである。
【００７０】
図8-1に、本実施形態に係る角速度センサの第1のタイプを示す。図8-1は、図1-1において
の直線Ｌ1に沿った基板201に垂直な断面の図である。図8-1に示すように、下部支持基板2
08上の第1の電極210と第2の電極211間に、検出振動子204の回転軸の方向にほぼ沿って伸
びる静電シールド220が配置されている。この静電シールド220は、検知電極と電極の上記
回転軸の方向の長さ以上に亘って適当な高さでもって形成されている。また、静電シール
ド220は、検知電極212に印加されている電極基準電位信号Ｖｒと同電位に保持されている
。
【００７１】
静電シールド220により、上記静電容量Ｃ2とＣ3の値を極めて小さい値に抑えることがで
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きる。そのため、検出振動子204の傾きを、純粋に上記静電容量Ｃ1とＣ4の変化として、
検知電極212を用いて検出することができる。
【００７２】
一方、図8-2は、本実施形態に係る角速度センサの第2のタイプを示す。図8-2(a)は断面図
であり、図8-2(b)は上面図である。このタイプでは、検知電極212は第1の検知電極217と
第2の検知電極218から構成され、第1検知電極217と第2検知電極218の間に検出振動子204
は貫通孔を有している。貫通孔は、回転軸の方向に沿って適当な長さ伸びている。静電シ
ールド220は、その上部が貫通孔内に入り込んでスペーサー207以上の高さでもって適当な
長さ伸びている。検出振動子204の往復回転振動を妨げないように、静電シールド220の幅
は貫通孔の幅より充分小さく設定されている。この実施形態の静電シールド220は、検出
振動子204が有する貫通孔の内側に入り込んでいる構成になっているので、上記静電容量
Ｃ2とＣ3の値を、より小さい値に抑えることができる。
【００７３】
本実施形態に係る角速度センサによると、検出振動子204の傾きを、静電容量Ｃ1とＣ4の
変化として直接的に検出することができるので、より高精度に検出振動子204の傾き検出
を行うことができる。
【００７４】
（第5の実施形態）
図9-1を用いて第5の実施形態を説明する。本実施形態は、第3の電極と第4の電極を配置し
ていることが第1の実施形態と異なる。それ以外は、第1の実施形態と同じである。
【００７５】
図9-1は、本実施形態に係る角速度センサを説明する断面図である。図9-1において、221
は上部支持基板、222は第3の電極、223は第4の電極、224は第2の検知電極である。本実施
形態では、第1の実施形態の構成に加えて、上部支持基板221と第3の電極222と第4の電極2
23と第2検知電極224が構成要素として、追加されている。第1の電極210と第3の電極222、
及び第2の電極211と第4の電極223は、夫々、検出振動子204の面内方向に伸びる中心面に
対して面対称となるように配置されている。検出振動子204の下面には検知電極212が配置
され、上面には第2検知電極224が配置されている。そして、上部支持基板221上には、第3
の電極222と第4の電極223が配置されている。
【００７６】
本実施形態において、上述した信号供給手段から、第1の電極210と第4の電極223には、第
1の交流信号301が印加され、第2の電極211と第3の電極222には、第2の交流信号302が印加
されている。
【００７７】
本実施形態の構成を用いることで、検出振動子204は、同じタイミングで上下方向から均
一に上記引力を受ける。そのため、一方の方向から同じタイミングで引力を受ける場合に
比べて、印加信号301、302による検出振動子204の振動がより起こりにくくなり、検出振
動子204が、検出中立位置に保持される。その結果、検出ノイズの発生をより低減できる
。このことは、特に高精度に角速度を検出する際に、検出精度を向上させるのに資する。
【００７８】
また、図9-1（ｂ）で示すように検出振動子204の傾きが発生した場合、第1の電極210と検
知電極212間の距離及び第4の電極223と第2検知電極224間の距離は、近づく。一方、第2の
電極211と検知電極212間の距離及び第3の電極222と第2検知電極224間の距離は、離れる。
このとき、第1の電極210と第4の電極223には、同じ第1の交流信号301が印加されている。
そのため、第1の電極210により検知電極212に誘導される電荷量の変化と、第4の電極223
により第2検知電極224に誘導される電荷量の変化は、同じ位相で、傾きがないときに比べ
て振幅の大きい波形となる。
【００７９】
一方、第2の電極211と第3の電極222には、同じ第2の交流信号302が印加されている。その
ため、第2の電極211により検知電極212に誘導される電荷量の変化と、第3の電極222によ
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り第2検知電極224に誘導される電荷量の変化は、同じ位相で、傾きがないときに比べて振
幅の小さい波形となる。
【００８０】
こうして、検出振動子の変位時に、第1と第2の電極に夫々供給される第1と第2の交流信号
により検知電極212に電荷が誘導され、第4と第3の電極に夫々供給される第1と第2の交流
信号により第2の検知電極224に電荷が誘導される。本実施形態のセンサは、これらの誘導
電荷の信号に基づいて物理量である加速度を検出する。
【００８１】
これら検知電極212と検知電極224に誘導された電荷を加算して、上記電荷量測定手段216
で電圧などの検出信号に変化させることで、上記第1の実施形態での感度に対してほぼ倍
にすることができる。
【００８２】
本実施形態に係る角速度センサによれば、より高感度で、より出力の安定な角速度センサ
を提供することができる。
【００８３】
以上の実施形態は、参照振動子を有し検出振動子が往復回転振動する角速度センサである
が、本発明は検出振動子のみの単純な角速度センサなどの物理量センサに適用することも
できる。また、検出振動子が往復並進振動する角速度センサ、加速度センサなどの物理量
センサに適用することもできる。
【００８４】
尚、本実施形態は、図9-2で示すような、電極210、211、222、223が、参照振動子202と一
体に形成されているものにも用いることができる。
【００８５】
（第6の実施形態）
図10を用いて第6の実施形態の角速度センサを説明する。本実施形態は、参照振動子を欠
き検出振動子のみを有することが第1の実施形態と異なる。それ以外は、第1の実施形態と
同じである。
【００８６】
図10は、本実施形態に係る物理量センサを説明するための図である。図10-1は斜視図で、
図10-2は直線Ｌ2に沿った基板301に垂直な断面の図である。図10において、300は基板、3
04は検出振動子、305は検出振動子304の支持部、307はスペーサー、308は下部支持基板、
310は第1の電極（下部電極）、311は第2の電極（下部電極）、312は検知電極（上部電極
）である。
【００８７】
第1の実施形態の図3で説明した第1と第2の交流信号301、302のこと、図4と図5で説明した
検出振動子304に誘導される電荷のこと、検出振動子304の傾きの検出原理のことは、第1
の実施形態で説明した通りである。本実施形態では、検出振動子304の往復回転振動軸の
回りの角速度などの物理量を原因として該回転振動軸の回りに加わる力による検出振動子
304の傾きの大きさを検出することにより、角速度などの物理量の大きさを検出する。
【００８８】
本実施形態でも、検出振動子304の傾きを感度良く測定できて、高精度な物理量センサを
実現することができる。
【００８９】
（第7の実施形態）
図11を用いて第7の実施形態の加速度センサなどの物理量センサを説明する。本実施形態
は、参照振動子を欠き往復並進振動可能な検出振動子のみを有する。
【００９０】
図11は、本実施形態に係る物理量センサを説明するための斜視図である。図11において、
351は基板、354は、検知電極を兼ねるA方向に往復並進振動可能な検出振動子、355は検出
振動子354の支持部、360は櫛歯状の第1の電極、361は櫛歯状の第2の電極である。また、3
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64は、基板351内で電極を形成するための絶縁部、370と371は、夫々、櫛歯状の電極360、
361に間隔を隔てて対向する検知電極（検出振動子）354の櫛歯状の電極部である。
【００９１】
本実施形態においても、第1の実施形態の図3で説明した第1と第2の交流信号301、302のこ
と、図4と図5で説明した検出振動子354に誘導される電荷のこと、検出振動子354の変位の
検出原理のことは、第1の実施形態で説明した通りである。第6の実施形態と本実施形態の
検知電極と電極は、形態と配置関係が異なるのみで、動作原理は同じである。本実施形態
では、検出振動子354の並進振動方向の加速度などの物理量を原因として検出振動子354に
加わる力による検出振動子354の変位の大きさを検出することにより、加速度などの物理
量の大きさを検出する。
【００９２】
本実施形態でも、検出振動子354の並進変位を感度良く測定できて、高精度な物理量セン
サを実現することができる。
【図面の簡単な説明】
【００９３】
【図１－１】本発明のセンサについて、第1の実施形態の角速度センサを説明する斜視図
である。
【図１－２】第1の実施形態を説明する断面図である。
【図１－３】第1の実施形態を説明する上面図である。
【図１－４】第1の実施形態を説明する断面図である。
【図１－５】第1の実施形態の変形例を説明する断面図である。
【図１－６】第1の実施形態の変形例を説明する上面図である。
【図２】本発明の交流信号を説明する図である。
【図３】図2の交流信号との比較例を説明する図である。
【図４】本発明の交流信号により検知電極に誘導される電荷を説明する図である。
【図５】検出振動子が傾くときに本発明の交流信号により検知電極に誘導される電荷を説
明する図である。
【図６－１】本発明のセンサについて、第2の実施形態の角速度センサを説明する斜視図
である。
【図６－２】第2の実施形態を説明する断面図である。
【図７】本発明のセンサについて、第3の実施形態の角速度センサを説明する断面図であ
る。
【図８－１】本発明のセンサについて、第4の実施形態の角速度センサを説明する断面図
である。
【図８－２】本発明のセンサについて、第4の実施形態の角速度センサを説明する図であ
る。
【図９－１】本発明のセンサについて、第5の実施形態の角速度センサを説明する断面図
である。
【図９－２】第5の実施形態の変形例を説明する断面図である。
【図１０－１】本発明のセンサについて、第6の実施形態の物理量センサを説明する斜視
図である。
【図１０－２】本発明のセンサについて、第6の実施形態の物理量センサを説明する断面
図である。
【図１１】本発明のセンサについて、第7の実施形態の物理量センサを説明する平面図で
ある。
【図１２－１】角速度センサについて、背景技術とその課題を説明する上面図である。
【図１２－２】角速度センサについて、背景技術とその課題を説明する断面図である。
【図１２－３】角速度センサについて、背景技術とその課題を説明する断面図である。
【図１３】本発明の基準電位を説明する図である。
【符号の説明】
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【００９４】
202、209　参照振動子
204、304、354　検出振動子
206　参照振動発生手段
210、211、222、223、310、311、360、361　電極（第1の電極、第2の電極、第3の電極、
第4の電極）
212、217、218、224、312　検知電極（第2の検知電極）
213　駆動信号供給手段
214、215　信号供給手段（第1の信号供給手段、第2の交流信号供給手段）
216　電荷量測定手段
301　第1の交流信号
302　第2の交流信号

【図１－１】 【図１－２】
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【図１－３】 【図１－４】

【図１－５】 【図１－６】
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【図２】 【図３】

【図４】 【図５】
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【図６－１】 【図６－２】

【図７】 【図８－１】
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【図８－２】 【図９－１】

【図９－２】 【図１０－１】
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【図１０－２】 【図１１】

【図１２－１】 【図１２－２】
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【図１２－３】 【図１３】
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